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[古平町] UPZ内から一時滞在場所までの主な経路 

• 基本避難経路／その他の避難経路により、一時移転を実施。

状況確認
【国、道、対象町村】

状況確認後、内容修正
【ＯＦＣ】

一時滞在場所
（小樽市総合体育館）

避難先
おたるし

：小樽市内 32施設

基本避難経路
国道 229号 →国道 5号 →
しりべし

後志自動車道

ふるびらちょう

古平町 

PAZ

【凡例】
：避難退域時検査場所 (候補地 )

おたるﾏﾘﾝ広場

中央水産試験場

よいち

余市河口漁業

道の駅「ｽﾍﾟｰｽ･ｱｯﾌﾟﾙよいち」

道の駅「あかいがわ」

あかいがわむら

赤井川村山村活性化支援センター

ｷﾛﾛﾘｿﾞｰﾄ
みやこ

都運動公園

その他の避難経路
国道 229号 →国道 5号

きたしりべし

道道  53号 →北後志東部広域農道
道道 36号 →国道 393号

よいち

余市農道離着陸場 
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UPZ

道地域防災計画から引用

【有事において、上記のひな型に基づき行うべき事項等】 

• 国が確認する事項

・町村外の基本避難経路／その他避難経路のうち国管理道路に関する通行不
能箇所の有無、有の場合には具体的な地点、影響の範囲及び復旧目処

＜確認ルート： OFC住民安全班 ⇔北海道開発局＞ 

• ＮＥＸＣＯが確認する事項

・町村外の基本避難経路／その他避難経路のうちＮＥＸＣＯ管理道路に関する通
行不能箇所の有無、有の場合には具体的な地点、影響の範囲及び復旧目処

＜確認ルート： OFC住民安全班 ⇔ＮＥＸＣＯ＞ 

• 道が確認する事項

・町村外の基本避難経路／その他避難経路のうち道管理道路に関する通行不
能箇所の有無、有の場合には具体的な地点、影響の範囲及び復旧目処

＜確認ルート： OFC住民安全班 ⇔（道現地本部） ⇔道本部＞ 

• 町村が確認する事項
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・町村内の基本避難経路／その他避難経路につながる町村内の通行不能箇所
、有の場合には具体的な地点、影響の範囲及び復旧目処

＜確認ルート： OFC住民安全班 ⇔（町村連絡員） ⇔町村本部＞ 

• 基本避難経路が使用できる場合は、基本避難経路を選択 

• 基本避難経路は使用できないが、その他避難経路が使用できる場合は、その
他避難経路を選択 

• 基本避難経路及びその他避難経路が使用できない場合は、 OFCが立案。その
際、町村との協議が必要 

• 避難経路決定後、避難退域時検査場所を決定（ OFC住民安全班・医療班、道本
部にて調整）
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[仁木町] UPZ内から一時滞在場所までの主な経路
状況確認

【国、道、対象町村】
状況確認後、内容修正

【ＯＦＣ】

一時滞在場所
さっぽろし ていねく 

3札幌市手稲区体育館 )

避難先
さっぽろし

：札幌市内 7施設

基本避難経路

国道 5号 →道道 36号 →
さっそん

国道 393号 →札樽自動車道

にきちょう

仁木町 

PAZ 

UPZ

その他の避難経路
国道 5号 →道道  53号 →
しりべし

後志自動車道
きたしりべし さっそん

北後志東部広域農道 →札樽自動車道

【凡例】
：避難退域時検査場所 (候補地 )

おたるﾏﾘﾝ広場

中央水産試験場

よいち

余市河口漁業

道の駅「ｽﾍﾟｰｽ･ｱｯﾌﾟﾙよいち」

道の駅「あかいがわ」

あかいがわむら

赤井川村山村活性化支援センター

ｷﾛﾛﾘｿﾞｰﾄ

みやこ

都運動公園

基本避難経路
国道 5号 →道道 1022号 →

さっそん

国道 393号 →札樽自動車道

よいち

余市農道離着陸場 

• 基本避難経路／その他の避難経路により、一時移転を実施。 
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道地域防災計画から引用

【有事において、上記のひな型に基づき行うべき事項等】 

• 国が確認する事項

・町村外の基本避難経路／その他避難経路のうち国管理道路に関する通行不
能箇所の有無、有の場合には具体的な地点、影響の範囲及び復旧目処

＜確認ルート： OFC住民安全班 ⇔北海道開発局＞ 

• ＮＥＸＣＯが確認する事項

・町村外の基本避難経路／その他避難経路のうちＮＥＸＣＯ管理道路に関する通
行不能箇所の有無、有の場合には具体的な地点、影響の範囲及び復旧目処

＜確認ルート： OFC住民安全班 ⇔ＮＥＸＣＯ＞ 

• 道が確認する事項

・町村外の基本避難経路／その他避難経路のうち道管理道路に関する通行不
能箇所の有無、有の場合には具体的な地点、影響の範囲及び復旧目処

＜確認ルート： OFC住民安全班 ⇔（道現地本部） ⇔道本部＞ 

• 町村が確認する事項
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・町村内の基本避難経路／その他避難経路につながる町村内の通行不能箇所
、有の場合には具体的な地点、影響の範囲及び復旧目処

＜確認ルート： OFC住民安全班 ⇔（町村連絡員） ⇔町村本部＞ 

• 基本避難経路が使用できる場合は、基本避難経路を選択 

• 基本避難経路は使用できないが、その他避難経路が使用できる場合は、その
他避難経路を選択 

• 基本避難経路及びその他避難経路が使用できない場合は、 OFCが立案。その
際、町村との協議が必要 

• 避難経路決定後、避難退域時検査場所を決定（ OFC住民安全班・医療班、道本
部にて調整）
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[余市町] UPZ内から一時滞在場所までの主な経路
状況確認

【国、道、対象町村】
状況確認後、内容修正

【ＯＦＣ】

よいちちょう

余市町 

PAZ 

UPZ

中央水産試験場

よいち

余市河口漁業

道の駅「ｽﾍﾟｰｽ･ｱｯﾌﾟﾙよいち」

道の駅「あかいがわ」

あかいがわむら

赤井川村山村活性化支援センター

ｷﾛﾛﾘｿﾞｰﾄ

みやこ

都運動公園

避難先
さっぽろし

：札幌市内 55施設

一時滞在場所
さっぽろし

（札幌市ｽﾎﾟｰﾂ交流施設）

その他の避難経路
国道 229号 →国道 5号 →

きたしりべし

道道  53号 →北後志東部広域農道 →
道道 36号 →国道 393号 →

さっそん

国道 5号 →札樽自動車道

【凡例】
：避難退域時検査場所 (候補地 )

よいち

余市農道離着陸場

基本避難経路
国道 229号 →国道 5号 →
しりべし さっそん

後志自動車道・札樽自動車道

おたるﾏﾘﾝ広場 
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• 基本避難経路／その他の避難経路により、一時移転を実施。

道地域防災計画から引用

【有事において、上記のひな型に基づき行うべき事項等】 

• 国が確認する事項

・町村外の基本避難経路／その他避難経路のうち国管理道路に関する通行不
能箇所の有無、有の場合には具体的な地点、影響の範囲及び復旧目処

＜確認ルート： OFC住民安全班 ⇔北海道開発局＞ 

• ＮＥＸＣＯが確認する事項

・町村外の基本避難経路／その他避難経路のうちＮＥＸＣＯ管理道路に関する通
行不能箇所の有無、有の場合には具体的な地点、影響の範囲及び復旧目処

＜確認ルート： OFC住民安全班 ⇔ＮＥＸＣＯ＞ 

• 道が確認する事項

・町村外の基本避難経路／その他避難経路のうち道管理道路に関する通行不
能箇所の有無、有の場合には具体的な地点、影響の範囲及び復旧目処

＜確認ルート： OFC住民安全班 ⇔（道現地本部） ⇔道本部＞ 

• 町村が確認する事項
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・町村内の基本避難経路／その他避難経路につながる町村内の通行不能箇所
、有の場合には具体的な地点、影響の範囲及び復旧目処

＜確認ルート： OFC住民安全班 ⇔（町村連絡員） ⇔町村本部＞ 

• 基本避難経路が使用できる場合は、基本避難経路を選択 

• 基本避難経路は使用できないが、その他避難経路が使用できる場合は、その
他避難経路を選択 

• 基本避難経路及びその他避難経路が使用できない場合は、 OFCが立案。その
際、町村との協議が必要 

• 避難経路決定後、避難退域時検査場所を決定（ OFC住民安全班・医療班、道本
部にて調整）
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[赤井川村] UPZ内から一時滞在場所までの主な経路 

• 基本避難経路／その他の避難経路により、一時移転を実施。

状況確認
【国、道、対象町村】

状況確認後、内容修正
【ＯＦＣ】

避難先（兼 一時滞在場所）
あかいがわむら

：ｷﾛﾛﾘｿﾞｰﾄ （赤井川村）

基本避難経路
道道 36号 →国道 393 

PAZ 

UPZ

その他の避難経路
道道 36号 →国道 5号 →（道道  53号 →
きたしりべし

北後志東部広域農道） →国道 393号

【凡例】

：避難退域時検査場所 (候補地 )

中央水産試験場

よいち

余市河口漁業

道の駅「ｽﾍﾟｰｽ･ｱｯﾌﾟﾙよいち」

道の駅「あかいがわ」

あかいがわむら

赤井川村山村活性化支援センター

ｷﾛﾛﾘｿﾞｰﾄ

みやこ

都運動公園

おたるﾏﾘﾝ広場

よいち

余市農道離着陸場

あかいがわむら

赤井川村 
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道地域防災計画から引用

【有事において、上記のひな型に基づき行うべき事項等】 

• 国が確認する事項

・町村外の基本避難経路／その他避難経路のうち国管理道路に関する通行不
能箇所の有無、有の場合には具体的な地点、影響の範囲及び復旧目処

＜確認ルート： OFC住民安全班 ⇔北海道開発局＞ 

• ＮＥＸＣＯが確認する事項

・町村外の基本避難経路／その他避難経路のうちＮＥＸＣＯ管理道路に関する通
行不能箇所の有無、有の場合には具体的な地点、影響の範囲及び復旧目処

＜確認ルート： OFC住民安全班 ⇔ＮＥＸＣＯ＞ 

• 道が確認する事項

・町村外の基本避難経路／その他避難経路のうち道管理道路に関する通行不
能箇所の有無、有の場合には具体的な地点、影響の範囲及び復旧目処

＜確認ルート： OFC住民安全班 ⇔（道現地本部） ⇔道本部＞ 

• 町村が確認する事項
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・町村内の基本避難経路／その他避難経路につながる町村内の通行不能箇所
、有の場合には具体的な地点、影響の範囲及び復旧目処

＜確認ルート： OFC住民安全班 ⇔（町村連絡員） ⇔町村本部＞ 

• 基本避難経路が使用できる場合は、基本避難経路を選択 

• 基本避難経路は使用できないが、その他避難経路が使用できる場合は、その
他避難経路を選択 

• 基本避難経路及びその他避難経路が使用できない場合は、 OFCが立案。その
際、町村との協議が必要 

• 避難経路決定後、避難退域時検査場所を決定（ OFC住民安全班・医療班、道本
部にて調整）


